
第 73 回 ITER 機構職員募集説明会での Q&A  
 
１．日時・場所 

平成 26 年 4 月 18 日（金） 
東海会館（日本原子力学会北関東支部「若手研究者発表会」ポスター会場） 

 
２．来訪者：11 名 
 
３．説明概要： 

日本原子力学会北関東支部「若手研究者発表会」ポスター会場において、来訪者に ITER
計画の建設状況の説明と ITER 機構職員募集のための ITER 職員公募登録制度の説明を行

った。(ITER 統合支援グループ 森山) 
 
４．主な Q&A 
Q：ITER 機構の職員の中には、大学新卒や、博士課程卒業後間もないような若い方はいま

すか？ 
A：ITER 機構の職員採用は、専門職員であれば、少なくとも３年の実務経験がもとめられ

ますので、企業、民間の会社や研究機関で実務経験を積んでから ITER 機構の職員になる

というのが普通です。ただし、ITER 機構にはポスドク・フェローシップ制度があります。 

こちらの制度からなら新卒でも働けるチャンスが十分にあります。 
 
Q：ITER 機構職員募集は定期的に行われるのですか？ 
A：ITER 機構職員の募集は、不定期に行われます。これは他の国際機関と同じです。およ

その目安として、１か月に１～２回の割合で募集があります。募集の期間は３週間～１か

月程度です。今月の募集はというと、以下のリストのような状況です（説明資料１）。 
 
Q：原子力機構の登録制度とはどんなものですか？どのようなメリットがありますか？ 
A：原子力機構では、募集情報提供のための登録性を設けており、登録者の方には最新募集

情報や ITER Newsline の配信、面接の支援などを行っております。面接の支援の一環と

しては、模擬面接ビデオの閲覧、面接英語のトレーニングなど面接に役立つような支援を

実施しています。ぜひご活用ください。登録料は一切かかりません。配信不要であればお

電話、メールでその旨ご連絡いただければ、即解約もできます。 



 
（説明資料１） 
 
以上。 


